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不開示理由等 所管局部課等

1 R5.11.20 R6.1.19

（１）業務実施計画書
（２）今後のプロジェクト管理に関するディスカッション資料
（３）RFI回答結果からの対応事項
（４）業務一覧_フローサンプル
（５）課題管理表サンプル
（６）定例会議議事録（令和５年７月31日開催分）
（７）定例会議議事録（令和５年８月７日開催分）
（８）定例会議議事録（令和５年８月14日開催分）
（９）定例会議議事録（令和５年８月22日開催分）
（10）定例会議議事録（令和５年９月11日開催分）
（11）定例会資料（令和５年８月７日開催分）
（12）定例会資料（令和５年８月14日開催分）
（13）定例会資料（令和５年８月22日開催分）
（14）定例会資料（令和５年９月11日開催分）

106 1 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるものであると認められるため。
（７条３号）法人が事業活動を行う上での内部管理
に属する事項に関する情報であり、公にすることに
より、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれると認められるため。
（７条５号）今後公表を予定している契約の調達仕
様書に関する検討途上の情報であり、公にすること
により、未確定の情報が確定した情報と誤認される
など都民に混乱を生じさせるおそれがあるため。
（７条６号）都が構築予定のシステムに関する機密
性の高い情報が含まれており、公にすることによ
り、都が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるため。

子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

2 R5.11.20 R6.1.19
（１）「こども未来アクション」抜粋
（２）「相談窓口調べ」

6 1
子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

3 R5.11.20 R6.1.19

（１）回答様式１ 質問票
（２）回答様式２ 意見回答書
（３）回答様式３ 要件対応表
（４）回答様式４ 構築スケジュール
（５）回答様式５ 見積書
（６）SNSを活用した相談事業に関するデータ収集業務委託（登録時起案）
（７）契約書
（８）調査業務計画書
（９）230728_【SNS を活用した相談事業に係るデータ収集業務】クロス_1 保護者
（10）230728_【SNS を活用した相談事業に係るデータ収集業務】クロス_2 小学校高学年
（11）230728_【SNS を活用した相談事業に係るデータ収集業務】クロス_3 中学生
（12）230728_【SNS を活用した相談事業に係るデータ収集業務】クロス_4 高校生
（13）調査結果報告書
（14）20230524 〇〇 キックオフミーティング 議事録
（15）20230616 〇〇　第1回打合せ 議事録

593 1 1 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるものであると認められるため。
（７条３号）都が構築予定のシステムに関する事業
者の提案内容が記載されており、公にすることによ
り、当該情報が競合他社等に提供され、当該他者が
本件及び類似する入札において優位に立つ可能性が
あるなど、当該事業者の競争上又は事業運営上の地
位その他社会的な地位が損なわれるため。
（７条４号）事業者の社判印影であり、公にするこ
とにより、複製によるなりすましを容易にするな
ど、犯罪の予防に支障を来すおそれがあるため。
（７条５号）今後公表を予定している契約の調達仕
様書に関する検討途上の情報であり、公にすること
により、未確定の情報が確定した情報と誤認される
など都民に混乱を生じさせるおそれがあるため。
（７条６号）公にすることにより、事業者との信頼
関係が損なわれ、今後事業者から情報提供の協力を
得ることが困難となり、都が行う事務の適正な遂行
に支障を来すおそれがあるため。

子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

4 R5.11.20 R6.1.19
（１）「審査会結果報告」
（２）「提案書」

0 1
子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

決定区分 （根拠規定）条例７条



5 R5.11.20 R6.1.19

（１）要件定義に係る提案書（第二版）
（２）システム構成図及び業務フロー（第二版）
（３）機能一覧及び帳票一覧
（４）システム開発設計のスケジュール
（５）システム開発設計に係る作業見積
（６）システム開発設計及び運用・保守等の後年度に係る費用見積もり
（７）検討した前提条件
（８）新システム仕様書案等
（９）打合せ議事録
（10）課題管理表
（11）ＱＡシート

0 1 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるものであると認められるため。
（７条３号）法人における価格体系及び価格構成並
びに個別の価格設定の概要が推測されることとなる
情報であり、公にすることにより、当該情報が競合
他社等に提供され、他社が東京都から得た見積書を
価格交渉の資料としたり、東京都から得た見積書を
参考に他社が自らの見積りを調整し、営業戦略上優
位に立つ可能性があるなど、当該事業者の競争上又
は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれ
るため。
（７条５号）今後公表を予定している契約の調達仕
様書に関する検討途上の情報であり、公にすること
により、未確定の情報が確定した情報と誤認される
など都民に混乱を生じさせるおそれがあるため。
（７条６号）都が構築予定のシステムに関する機密
性の高い情報が含まれており、公にすることによ
り、都が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるため。

子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

6 R5.11.29 R6.1.26
（１）一般競争入札による契約の締結について（「東京都ヤングケアラー向けホームぺージ」構築・運営等業務委託）
（２）ワークショップアンケート結果（子供の意見）

28 1
子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

7 R5.11.29 R6.1.26

（１）東京都公報への登載及び一般競争入札による契約について（「東京都ヤングケアラー向けホームぺージ」構築・
運営等業務委託）
（２）「東京都ヤングケアラー向けホームぺージ」構築・運営等業務委託技術審査委員会の審査結果（技術点）につい
て
（３）委託契約書
（４）〇〇 技術提案書の正本
（５）作業計画書
（６）工程表
（７）工程表【別工程案】
（８）サイト設計書
（９）ホームぺージの基本デザイン・仕様
（10）懸念事項管理台帳

223 1 1 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することに
より、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるため。
（７条３号）法人の保有するノウハウ等の技術上の
情報であり、これを公にすることにより、当該法人
の事業活動が損なわれ、競争上又は事業運営上の地
位が損なわれると認められるため。
（７条４号）公にすることにより、偽造等の犯罪行
為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ
があるため。
（７条５号）今後公開を予定しているホームぺージ
及びコンテンツに関する検討途上の情報であり、公
にすることにより、未確定の情報が確定した情報と
誤認されるなど都民に混乱を生じさせるおそれがあ
るため。
（７条６号）ホームぺージのセキュリティに関する
情報が含まれており、セキュリティの観点からも、
公にすることにより、都が行う事務の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるため。

子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

8 R5.11.29 R6.1.26 （１）〇〇 技術提案書の正本 0 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することに
より、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるため。
（７条３号）当該文書は、提案内容や資料の意匠
等、記載内容そのものが提案を総合的かつ効果的に
説明するための創意工夫であるなど、法人の保有す
るノウハウ等の技術上の情報である。これを公にす
ることにより、当該法人の事業活動が損なわれ、競
争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため。
（７条６号）当該文書を公にすることにより、当該
法人との信頼関係を損ない、法人が今後の事業への
参加や協力に消極的になることから、事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

子供政策連携室
企画調整部企画
調整課



9 R5.11.29 R6.1.26

（１）一般競争入札による契約の締結について（子供の事故情報データベース要件定義支援等業務委託）
（２）〇〇技術提案書
（３）子供の事故情報データベース構築に関する要件定義書（案）（費用算出用）
（４）子供の事故情報データベース構築に関する要件定義書（概要版）
（５）子供の事故情報データベース構築に関する要件定義書（本編）
（６）システム構成図
（７）機能一覧、画面一覧
（８）システム設計・開発のスケジュール
（９）システム設計・開発にかかる作業工程
（10）調達仕様書（案）
（11）落札者決定基準（案）
（12）評価項目、評価基準及び配点表（案）
（13）定例会資料（令和５年４月21日開催分）
（14）定例会資料（令和５年４月28日開催分）
（15）定例会資料（令和５年７月21日開催分）
（16）データ保有機関等ワーキンググループ議事録

351 1
子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

（１）東京都公報への登載及び一般競争入札による契約について（子供の事故情報データベース要件定義支援等業務委
託）
（２）子供の事故情報データベース要件定義支援等業務委託技術審査委員会の審査結果（技術点）について
（３）委託契約書
（４）子供の事故情報データベース構築・活用事業プロジェクト計画書
（５）子供の事故情報データベース構築・活用事業資料報告書（5月末版）
（６）子供の事故情報データベース構築・活用事業資料報告書（10月末版）
（７）費用対効果の提案
（８）情報提供依頼結果報告書
（９）子供の事故情報データベース構築プロジェクトデータレイク設置業者調査と製品・サービス比較表
（10）子供の事故情報データベース構築プロジェクト令和５年度版データレイク運用方針について
（11）有識者ワーキンググループ資料（令和５年７月11日開催分）
（12）データ保有機関等ワーキンググループ資料
（13）定例会資料（令和５年８月７日開催分）
（14）定例会資料（令和５年８月18日開催分）
（15）定例会資料（令和５年８月24日開催分）
（16）定例会資料（令和５年９月１日開催分）
（17）定例会資料（令和５年９月11日開催分）
（18）定例会資料（令和５年９月21日分）
（19）定例会資料（令和５年９月29日開催分）
（20）定例会資料（令和５年10月6日開催分）
（21）定例会資料（令和５年10月13日開催分）
（22）定例会資料（令和５年10月20日開催分）
（23）定例会資料（令和５年10月27日開催分）
（24）定例会資料（令和５年11月6日開催分）
（25）定例会資料（令和５年11月10日開催分）
（26）定例会資料（令和５年11月17日開催分）
（27）定例会資料（令和５年11月28日開催分）
（28）有識者ワーキンググループ議事録（令和５年７月11日開催分）
（29）有識者ワーキンググループ議事録（令和５年11月20日開催分）
（30）有識者ワーキンググループ議事録（令和５年11月21日開催分）
（31）有識者ワーキンググループ議事録（令和５年11月22日開催分）
（32）有識者ワーキンググループ議事録（令和５年11月24日開催分）
（33）定例会議事録（令和５年４月10日開催分）
（34）定例会議事録（令和５年４月21日開催分）
（35）定例会議事録（令和５年４月28日開催分（１））
（36）定例会議事録（令和５年４月28日開催分（２））
（37）定例会議事録（令和５年５月12日開催分）
（38）定例会議事録（令和５年５月19日開催分）
（39）定例会議事録（令和５年６月５日開催分）
（40）定例会議事録（令和５年６月22日開催分）
（41）定例会議事録（令和５年６月27日開催分）
（42）定例会議事録（令和５年６月28日開催分）
（43）定例会議事録（令和５年６月30日開催分）
（44）定例会議事録（令和５年７月7日開催分）
（45）定例会議事録（令和５年７月21日開催分）
（46）定例会議事録（令和５年７月27日開催分）
（47）定例会議事録（令和５年８月7日開催分）
（48）定例会議事録（令和５年８月18日開催分）
（49）定例会議事録（令和５年８月24日開催分）
（50）定例会議事録（令和５年９月１日開催分）
（51）定例会議事録（令和５年９月11日開催分）
（52）定例会議事録（令和５年９月21日開催分）
（53）定例会議事録（令和５年９月29日開催分）
（54）定例会議事録（令和５年10月６日開催分）
（55）定例会議事録（令和５年10月13日開催分）
（56）定例会議事録（令和５年10月20日開催分）
（57）定例会議事録（令和５年10月27日開催分）
（58）定例会議事録（令和５年11月６日開催分）
（59）定例会議事録（令和５年11月10日開催分）
（60）定例会議事録（令和５年11月17日開催分）
（61）定例会議事録（令和５年11月28日開催分）

806 1 1 1 1 1
子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することに
より、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。
（７条３号）メールアドレス及び電話番号は、公開
することで不特定多数の者から本来の業務目的以外
の問合せが大量又は無差別に行われ、当該担当者の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め。
（７条４号）公にすることにより、偽造等の犯罪行
為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ
があるため。
（７条５号）都が予定しているシステム構築に関係
する検討途上の情報であり、公にすることにより、
未確定の情報が確定した情報と誤認されるなど都民
に混乱を生じさせるおそれがあるため。
（７条６号）セキュリティに関する情報が含まれて
おり、セキュリティ対策の観点から、公にすること
により、都が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼす
おそれがあるため。

10 R5.11.29 R6.1.26 1



11 R5.11.29 R6.1.26 （１）〇〇　技術提案書 0 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することに
より、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。
（７条３号）当該文書は、提案内容や資料の意匠
等、記載内容そのものが提案を総合的かつ効果的に
説明するための創意工夫であるなど、法人の保有す
るノウハウ等の技術上の情報である。これを公にす
ることにより、当該法人の事業活動が損なわれ、競
争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため。
（７条６号）当該文書を公にすることにより、当該
法人との信頼関係を損ない、法人が今後の事業への
参加や協力に消極的になることから、事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

12 R5.11.29 R6.1.26
（１）打ち合わせ（データ保有機関との交渉）議事録
（２）打ち合わせ（データ保有機関との交渉）資料
（３）帳票一覧

0 1
子供政策連携室
企画調整部企画
調整課


